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建設工事下請負の適正化に関する要綱

（目的）

第１条 この要綱は、大仙市が発注する建設工事に係る下請契約について、建設業法その

他関係法令等に基づき、元請負人が講ずべき措置を定めるとともに、施工段階において

監督職員が把握すべき事項を定め、もって建設工事における施工体制の適正化を図るこ

とを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において「下請契約」とは、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以

下「法」という。）第２条第４項に規定する請負契約をいう。

２ この要綱において「元請負人」とは、下請契約における注文者をいい、一つの工事が

数次の下請契約により行われる場合は、市から直接工事を請負った者（以下「直接元請

負人」という。）はもとより、それに続くすべての下請契約における注文者をいう。

３ この要綱において「下請負人」とは、下請契約における請負者をいい、一つの工事が

数次の下請契約により行われる場合は、市から直接工事を請負った者からその工事の一

部を請負った者はもとより、それに続くすべての下請契約における請負者をいう。

（下請契約の制限）

第３条 一括下請負は、法第２２条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律（平成１２年法律第１２７号）第１４条の規定によりこれを禁止する。

２ 直接元請負人は、工事を施工するに当たり、市があらかじめ指定した工事又は工事の

一部について、下請負人との間で下請契約を締結してはならない。

３ 法第３条第１項第２号に該当する特定建設業の許可を受けた者（以下「特定建設業者」

という。）でなければ、発注者から直接請け負った一件の工事について、下請契約に係

る下請代金の額（その工事に係る下請契約が２以上あるときは下請代金の額の総額）が

建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号。以下「政令」という。）第２条で定める

金額以上となる下請契約を締結してはならない。

４ 元請負人は、原則として次に掲げる者と下請契約を締結することができない。

（１）下請工事に対応する建設工事の種類に応じて、法第３条の建設業の許可を受けてい

ない者。

（２）法第２８条第３項及び第５項の規定による営業停止処分を受け、その期間が終了し

ていない者。

（３）大仙市建設工事入札参加者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者。

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する団体又は団体の構成員であると認められる者。
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（下請負人の選定）

第４条 元請負人は、下請負人を選定するに当たって、次の各号に掲げる事項を総合的に

勘案して選定するものとする。

（１）施工能力

（２）雇用管理及び労働安全衛生管理の状況

（３）労働福祉の状況

（４）取引の状況

２ 元請負人は、前項各号に掲げる事項の適否を判断するに当たっては、少なくとも次の

各号に掲げる事項が満たされているかどうかについて留意するものとする。

（１）過去における工事成績が優良であること。

（２）その下請工事を施工するに足りる技術力を有すると認められること。

（３）その下請工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。

（４）その下請工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。

（５）その下請工事を施工するに足りる法定有資格者を確保できると認められること。

（６）経営内容が安定していると認められること。

（７）事業所ごとに雇用管理責任者が任命されていること｡

（８）一つの事業所に常時１０人以上の労働者を使用している者にあっては、就業規則を

作成し、労働基準監督署に届け出ていること。

（９）過去において重大な労働災害を起こしていないこと｡

（10）賃金不払を起こすおそれがないと認められること。

（11）現に事業所の附属宿舎に労働者を寄宿させている者にあっては、寄宿舎規則を作成

し、労働基準監督署に届け出ていること。

（12）性質上、当該下請工事の一部が再下請されるものと見込まれる場合にあっては、下

請代金不払を起こすおそれがないと認められること。

（下請契約の事前協議）

第５条 直接元請負人は、以下の要件のいずれかに該当する工事（以下「要点検工事」と

いう。）の下請契約を締結するときは、工事請負契約書契約事項第７条第１項の規定に

基づき、事前に市長と協議をしなければならない。ただし、第１号から第４号までに掲

げる下請契約のうち下請契約金額が５０万円以下である場合、及び第５号に掲げる下請

契約のうち別に定める基準に基づき監督職員の承認を得た場合は、事前協議を省略する

ことができる。

（１）一の下請負人の請負金額が元請契約額の過半を占める工事、又は一の下請負人が主

たる部分を請け負う工事

（２）請け負った建設工事に係る入札に参加した者（共同企業体の構成員として参加した

者を含む。）が下請負人となる工事
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（３）同一工種の同一若しくは上位格付の者が下請負人となる工事

（４）工事を分離又は分割して発注した場合で、工期が重複又は連続している２以上の工

事において、 同一の者が下請負人になる工事

（５）市外に主たる営業所を有する者が下請負人となる工事

（６）第３条第４項第１号に規定する者が下請負人となる工事のうち、政令第１条の２に

該当し、かつ一の下請負人の請負金額が１３０万円を超える工事

（７）低入札価格調査を経て契約した工事うち、一の下請負人の請負金額の合計が１００

万円を超える工事

２ 事前協議書（様式－１）は、当該工事を担当する課所等（以下「工事担当課」という。）

に提出するものとする。

（事前協議の確認）

第６条 工事担当課の監督職員は、前条の規定に基づく協議があった場合には、次の事項

について確認するものとする。

（１）前条第１項第１号から第４号までに該当する工事

①監理技術者資格者証の交付を受けている者を当該工事の監理技術者若しくは主任技

術者として配置するとともに、当該技術者を下請契約の契約期間中において工事現

場に専任で配置できること。ただし、特別な場合に限り、監督職員が承認する場合

は、下請契約の契約期間中であっても専任を要しないとすることができる。

②当該下請契約を締結しなければ建設工事の施工上著しい支障をきたすやむを得ない

特段の事情が認められること。

③下請負額が、工事を施工するために通常必要と認められる原価を満たしていること。

（２）前条第１項第５号及び第６号に該当する工事

①当該下請契約を締結しなければ建設工事の施工上著しい支障をきたすやむを得ない

特段の事情が認められること。

②下請負額が、工事を施工するために通常必要と認められる原価を満たしていること。

（３）前条第１項第７号に該当する工事

①下請負額が、工事を施工するために通常必要と認められる原価を満たしていること。

２ 監督職員は、前項に規定する確認が終了したときは、確認書（様式－２）を作成し工

事担当課長の決裁を受けるものとする。

３ 監督職員は、前項に規定する決裁を受けた後、営繕工事を除き、前条第１項第１号か

ら第４号までに該当する場合にあっては都市管理課を経由し契約検査課に合議するもの

とし、それ以外の場合にあっては決裁を受けた確認書及び事前協議書の写しを契約検査

課へ送付するものとする。

４ 監督職員は、前２項の決裁及び合議を受けた後、協議結果を直接元請負人に通知（様

式－３）するものとする。
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（下請契約の締結）

第７条 直接元請負人は、要点検工事に該当する場合は、前条第４項の規定による通知を

受けた後でなければ下請契約を締結してはならない。

２ 元請負人及び下請負人は、下請工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款（昭

和５２年４月２６日中央建設業審議会勧告）又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請

契約書により下請契約を締結するものとする。ただし、下請工事の内容、金額等からみ

て建設工事標準下請契約約款に示すすべての項目についての契約を締結する必要がない

と認められる場合にあっては、法第１９条に基づき契約を締結するものとする。

（施工体系図の作成等）

第８条 直接元請負人は、下請契約を締結した場合は、下請金額にかかわらず、各受注者

の施工の分担関係を表示した施工体系図（様式－４）を作成しなければならない。

２ 前項により施工体系図を作成した場合は、下請負人が施工を開始する前に、当該工事

現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すると共に、工事担当

課の監督職員に提出しなければならない。

３ 直接元請負人は、下請負人及び下請負の内容に変更があった場合は、第１項及び第２

項に定める内容を、変更が生じるたびに行わなければならない。

４ 工事担当課の監督職員は、工事が完成したときは、完成時の施工体系図を契約検査課

に提出しなければならない。

（施工体制台帳の作成等）

第９条 直接元請負人は、下請契約を締結した場合は、下請金額にかかわらず前条の施工

体系図に加え、施工体制台帳（様式－５）を作成し、添付書類を添え工事現場毎に備え

置くとともに、その写しを工事担当課の監督職員に提出しなければならない。

（下請負届の提出等）

第10条 直接元請負人は、第７条の規定により下請契約を締結したときは、下請負人が施

工を開始する前に、工事担当課の監督職員に下請負届（様式－６）を提出しなければな

らない。ただし、要点検工事に該当しない１件２０万円以下の下請契約であって、施工

体制台帳及び施工体系図その他の資料により施工体制を的確に把握できる場合は、下請

負届の提出を省略することができる。

２ 直接元請負人は、第７条の規定により下請契約を締結したときは、次に掲げる事項に

ついて点検し、その点検の結果を記録した点検票（以下「下請契約等自己点検票」とい

う。）（様式－７）を作成し、及び作成した下請契約等自己点検票を前項に規定する下請

負届に添付しなければならない。ただし、下請負届の提出を省略できる場合の下請契約

にあっては、下請契約等自己点検票の作成を要しない。

（１）下請契約の相手方である下請負人の建設業許可及び健康保険等の加入の状況並びに
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市内に本店を有する者以外の者にあっては、その選定の理由

（２）下請契約に係る法第１９条第１項の規定による書面の状況

（３）その他市長が必要と認める事項

３ 監督職員は、提出を受けた下請負届及び下請契約等自己点検票の内容を審査し、適当

でないと認める場合においては、直接元請負人に対し、助言又は指導を行うものとする。

（施工体制の確認）

第11条 要点検工事の監督職員は、工事の施工段階において次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。

（１）監理技術者又は主任技術者の同一性及び専任に関すること。

（２）下請契約書の原本（下請負の経緯も含めた契約書類の一式）

（３）施工体系図及び施工体制台帳

（４）元請負人の実質的関与に関すること。

２ 監督職員は、前項の確認の結果、適当でないと認められる場合は、直接元請負人に対

して速やかに所要の措置を講ずるよう指示しなければならない。

（元請負人の責務）

第12条 法第１８条の規定に基づき、元請負人及び下請負人は、それぞれ対等な立場にお

ける合意に基づいて公正な下請契約を締結し、当該契約に定められた事項を誠実に履行

しなければならない。

２ 元請負人は見積依頼に当たって、施工責任の範囲及び施工条件等の工事内容を明確に

し、書面で提示するよう努めるととともに、政令第６条に規定する見積期間を設けなけ

ればならない。

３ 元請負人及び下請負人は、第７条第２項により締結した下請契約の内容に変更が生じ

た場合は、その変更の内容を書面に記載し、相互に交付しなければならない。

４ 元請負人は、下請代金の支払時期及び方法等について、法第２４条の３から法第２４

条の５まで及び次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

（１）前払金を受領した場合は、法第２４条の３第２項の規定に基づき、下請負人に対し

て相応する額を速やかに現金で前金払いするよう努めること。

（２）下請代金の支払はできる限り現金払いとし、現金払と手形払を併用する場合であっ

ても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分は現

金払とすること。

（３）手形期間は、９０日以内のできる限り短い期間とすること。

（市の指導等）

第13条 直接元請負人がこの要綱に違反し、監督職員の是正指示に従わない場合において

は、監督職員はその旨を市長に報告し指示を受けるとともに、当該違反内容が法令等に

抵触する場合は、市長は監督行政庁等へ通報を行うものとする。
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附 則

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。


